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一般社団法人愛知県産業廃棄物協会 

女性部規約 

 

（目的） 

第１条 この女性部は、一般社団法人愛知県産業廃棄物協会の会員企業の女性により組織

し、協会・業界の発展に係る女性層の一層のレベルアップと次世代への継承に向

けて、業界の女性層の組織化・活躍促進を図ることを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 この女性部は、一般社団法人愛知県産業廃棄物協会女性部（以下「女性部」とい

う。）とする。 

 

（事務局） 

第３条 この女性部の事務局は、一般社団法人愛知県産業廃棄物協会内に置く。 

 

（事業） 

第４条 この女性部は、第１条の目的を達成する為に次の事業を行う。 

  （１）協会事業の円滑な推進を支援する事業 

  （２）女性部会員育成のための事業 

  （３）女性部会員の福利厚生に関する事業 

  （４）その他女性部事業を遂行するために必要な事業 

 

（会員資格） 

第５条 この女性部の会員は、一般社団法人愛知県産業廃棄物協会の会員又は会員会社の

幹部等であって、女性部の活動に賛同する女性とし、１社２名までとする。 

 

（加入） 

第６条 前条の資格を有する者で、会員になろうとするものは別に定める入会申込書を会

長に提出し、役員会の承認を得なければならない。 

 

（退会） 

第７条 会員は退会をしようとするときは、別に定める退会届を退会の日の３０日前まで

に会長に提出しなければならない。 

 

（総会） 

第８条 総会は通常総会及び臨時総会とし、女性部会員をもって構成する。 

２ 通常総会は毎事業年度終了後３か月以内に開催し、臨時総会は役員会が必要と認めた

ときに開催する。 

３ 総会は女性部会長が招集する。 



2 

 

４ 総会の議長は総会において会長が選任する。 

５ 総会は次に掲げる事項を議決する。 

（１）事業計画及び収支予算の決定 

（２）事業報告及び収支決算の承認 

（３）規約の改正 

（４）その他、役員会が必要と認めた事項 

６ 総会は、会員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することはできない。  

７ 総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。この場合において、議長は、会員として決議に加わることができない。 

８ 総会に出席することができない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面

をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合

において、その会員は総会に出席したものとみなす。 

９ 総会の議事について次の項目を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）総会の日時及び場所 

（２）会員数及び出席者数（書面表決及び表決委任者を含む。） 

（３）議決事項 

（４）議事の経過の概要及びその結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項 

１０ 議事録には出席した会員の中からその総会において選出された議事録署名人２名

以上の者が議長とともに署名又は記名押印しなければならない。 

 

（役員の構成） 

第９条 女性部に次の役員を置く。なお、次の各号以外の役員を置くことを妨げない。 

  （１）会 長 １名 

  （２）副会長 １名以上３名以内 

  （３）会 計 １名 

  （４）監 査 １名（任意） 

  （５）委 員 原則８名以内（会長、副会長、会計、監査を含む。） 

 

（役員の選任） 

第１０条 前条の役員は、総会において選任する。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、役員会を構成後速やかに一般社団法人愛知県産業廃棄物協会会長に報告する

ものとする。  

 

（役員の職務） 

第１１条 会長の職務は、女性部を代表し業務を総括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があら
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かじめ定めた順序により、その職務を代行する。 

３ 役員は、役員会を構成し、会務の執行を決定する。 

 

（任期） 

第１２条 役員の任期は２年とする。 

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者叉は現任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、そ

の職務を行わなければならない。 

 

（会費） 

第１３条 運営に要する経費は、総会において定めた会費を会員から徴収することができ

るものとする。 

２ 会費の額及び徴収方法は総会において決定する。なお、必要に応じて特別会費を徴収

することができる。 

 

（会計年度） 

第１４条 会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 

 

（補足） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮り、会長が定める。 

 

附 則 

この規約は、令和元年９月５日から施行する。  

  

 


